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令和６年、辰年の今年は１月１日早々、能登半島での大きな地震、２日には羽田空港で
の大事故と波乱のスタートとなりました。能登半島地震に被災された皆様には、心からお
見舞い申し上げます。
さて、明日から２月２７日（火）までの約一ヶ月間特別学習期間となります。この期間

はそれぞれの進路に向けた準備期間です。これから受験を控えている人は、体調管理に努
め、最高の状態で入試を迎えて下さい。また、進路が決定している人は、４月からそれぞ
れの進路先ですぐにスタートが切れるよう計画的に準備を進めながら過ごしましょう。
※これからの主な予定

１月31日(水)～２月27日(火) 特別学習期間
２月28日(水) 午前 予餞会

午後 身だしなみ指導・下足入れ清掃
学年指導（校歌練習・３学年の卒業式予行）

29日(木) 午前 同窓会入会式、賞状伝達式、卒業式予行
３月１日(金) ㊗第60回卒業式

※この期間に準備しておいた方がいいこと

○４月の入社式・入学式用のスーツ等の準備や購入。
○就職する生徒は、運転免許取得や通勤用の自動車の購入手続き。（十分な保険内容）
○電車通学・通勤の生徒は、駐輪場契約、定期券購入準備。
○一人暮らしの生徒はアパート探しや契約、生活用品の準備。

※気をつけて欲しいこと、守ってほしいこと

○規則正しい生活を心掛ける。
○免許取得後、卒業するまでは自動車の運転は禁止です。
○交通事故に巻き込まれない。事故を起こさない。（命を大切に!!）
○学校の決まりや社会の決まりを守る。
（生徒指導事案が発生すると卒業に支障をきたします。）

○頭髪服装関係などの乱れに注意!! （まだ高校生です）
（髪の変色、ピアスなど 予餞会や卒業式への参加ができなくなります）

※２月の卒業式事前指導に向けて

○卒業式は、言うまでもなく３年生が主役です。素晴らしい卒業式のために、１・２
年生も先生方も準備を進めてくれています。お世話になる３年生の礼儀として、２
月の登校日には、卒業式に向け、頭髪をはじめきちんとした服装で登校して下さい。

※１月26日(金)卒業に向けた特別講座として、大田原税務署による「租税教室」と栃木県
労政事務所による「労働講座」が行われました。社会人としての義務と権利について考
えさせられた講座でした。

租税教室 労働講座


